
 
資料３ 

給与等事務指導について 

 県費支給に係る給与等の事務については、適正な処理がなされるよう、教育事務所

の職員が各学校を訪問して、毎年、確認及び指導を行っています。 

 

（１）令和５年度の実施状況について 

 小学校２０校、中学校９校、義務教育学校３校の合計３２校について実施。 

 各種手当の認定状況や支給状況を確認し、是正処理等の指導を行いました。 

 

（２）令和６年度の実施状況について 

 ７月から１０月にかけて以下の小学校２４校、中学校１５校、義務教育学校２校

の合計４１校について実施しました。 

 

新 地 町 福田小、新地小、駒ケ嶺小、尚英中 

相 馬 市 大野小、山上小、八幡小、中村一小、桜丘小、飯豊小、磯部小、 

日立木小、向陽中、磯部中 

飯 舘 村 希望の里学園（前・後） 

浪 江 町 なみえ創成小、なみえ創成中 

葛 尾 村 葛尾小、葛尾中 

双 葉 町 双葉南小、双葉北小、双葉中 

大 熊 町 学び舎ゆめの森（前・後） 

富 岡 町 富岡小、富岡中 

楢 葉 町 楢葉中 

広 野 町 広野小、広野中 

南相馬市 原町二小、原町三小、高平小、太田小、石神一小、石神二小、小高小、 

原町一中、原町二中、原町三中、石神中、鹿島中、小高中 

 

 結果は、次のとおりです。 

①指摘事項等なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５校 

②不備あり（追給・返納等必要）（口頭注意）・・・・・・・・１５校 

③不備あり（追給・返納等必要）（口頭指導／普通検査）・・・ １校 

④不備あり（追給・返納等必要）（口頭指導／特別検査）・・・ ２校 

⑤不備あり（追給・返納等必要）（文書指導）・・・・・・・・ ０校 

⑥不備あり（追給・返納等必要）（重要指摘）・・・・・・・・ ０校 

（義務教育学校計２校については、前期と後期を分けて集計のため合計４３校） 

 

※引き続き給与等事務の適切な執行について、ご協力をお願いいたします。 


